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会
計
規
則

（
昭
和
五
十
三
年
六
月
十
七
日
規
則
第
三
十
三
号
）

平
成

七
年

三
月
二
七
日

改
正

同

一
七
年
一
〇
月
一
八
日

同

二
〇
年

二
月
一
四
日

同

二
四
年

三
月
一
五
日

同

二
六
年
一
〇
月
一
四
日

第
一
章

総
則

第
一
条

本
会
の
会
計
は
、
会
則
、
会
規
及
び
こ
の
規
則
の
規
定
す

る
と
こ
ろ
に
よ
り
処
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

次
の
各
号
に
掲
げ
る
本
会
の
財
務
諸
表
及
び
収
支
計
算
書
は
、

当
該
各
号
に
定
め
る
公
益
法
人
の
会
計
基
準
に
基
づ
い
て
作
成
す

る
。

一

貸
借
対
照
表
（
総
括
表
を
含
む
。
以
下
同
じ

、
正
味
財

。）

産
増
減
計
算
書
（
総
括
表
を
含
む
。
以
下
同
じ

、
キ
ャ
ッ

。
）

シ
ュ
・
フ
ロ
ー
計
算
書
及
び
財
産
目
録

公
益
法
人
会
計
基
準

の
改
正
等
に
つ
い
て
（
平
成
十
六
年
十
月
十
四
日
公
益
法
人
等

の
指
導
監
督
等
に
関
す
る
関
係
省
庁
連
絡
会
議
申
合
せ
）
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二

収
支
計
算
書
（
総
括
表
を
含
む
。
以
下
同
じ

）

公
益
法

。

人
会
計
に
お
け
る
内
部
管
理
事
項
に
つ
い
て
（
平
成
十
七
年
三

月
二
十
三
日
公
益
法
人
等
の
指
導
監
督
等
に
関
す
る
関
係
省
庁

連
絡
会
議
幹
事
会
申
合
せ
）

第
二
条

本
会
の
会
計
は
、
現
金
主
義
に
よ
る
。
た
だ
し
、
年
度
末

に
は
、
当
該
年
度
に
発
生
し
た
収
入
及
び
支
出
を
全
て
計
上
す
る

も
の
と
す
る
。

第
三
条

会
計
及
び
資
産
に
関
す
る
規
程

会
規
第
六
号

以
下

規

（

。

「

程
」
と
い
う

）
第
一
条
の
経
理
委
員
は
、
会
計
担
当
副
会
長
及

。

、

、

び
会
計
担
当
常
務
理
事
を
こ
れ
に
当
て

経
理
委
員
会
を
組
織
し

会
計
担
当
副
会
長
を
委
員
長
と
す
る
。

第
四
条

経
理
委
員
会
は
、
必
要
に
応
じ
て
委
員
長
が
招
集
し
て
、

そ
の
議
長
と
な
る
。

第
二
章

予
算

第
五
条

経
理
委
員
会
は
、
予
算
原
案
を
作
成
し
、
会
長
に
提
出
す

る
。
会
長
は
、
必
要
と
認
め
ら
れ
る
修
正
を
加
え
て
、
予
算
案
及

び
次
年
度
暫
定
予
算
案
を
作
成
し
、
理
事
会
に
付
議
す
る
。

第
六
条

定
期
総
会
に
お
い
て
予
算
の
議
決
を
得
る
と
き
は
、
予
算

の
大
科
目
内
の
科
目
の
流
用
に
つ
い
て
、
承
認
を
得
る
こ
と
が
で
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き
る
。
予
備
費
の
支
出
は
、
理
事
会
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

第
七
条

事
務
局
、
各
種
委
員
会
、
各
室
等
は
配
分
さ
れ
た
予
算
の

範
囲
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
実
行
予
算
を
作
成
し
、
そ
の
予
算
書

を
経
理
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
章

決
算

第
八
条

経
理
委
員
会
は
、
年
度
末
に
お
い
て
事
務
総
長
か
ら
速
や

か
に
収
支
計
算
書
を
徴
し
、
各
会
計
別
決
算
報
告
書
、
正
味
財
産

増
減
計
算
書
、
貸
借
対
照
表
及
び
財
産
目
録
を
作
成
し
、
会
長
に

提
出
す
る
。

、

。

第
九
条

会
長
は

前
条
に
規
定
す
る
書
類
を
理
事
会
に
付
議
す
る

第
十
条

決
算
に
よ
り
生
じ
た
剰
余
金
は
、
次
年
度
の
収
支
に
繰
り

入
れ
る
。

第
四
章

予
算
の
執
行

第
十
一
条

本
会
の
予
算
執
行
に
関
す
る
会
計
事
務
の
責
任
者
は
、

事
務
総
長
と
す
る
。

２

事
務
総
長
は
、
前
項
に
規
定
す
る
事
務
を
弁
護
士
た
る
事
務
次
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長
に
分
掌
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
二
条

事
務
総
長
は
、
毎
月
末
各
会
計
別
収
支
計
算
書
を
、
経

理
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
三
条

事
務
総
長
は
、
科
目
の
流
用
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
、

又
は
予
備
費
の
支
出
に
つ
き
理
事
会
の
承
認
を
得
よ
う
と
す
る
と

、

。

き
は

あ
ら
か
じ
め
経
理
委
員
会
と
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

第
十
四
条

規
程
第
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
特
別
会
計
を
設
け
た
場

合
に
は
、
そ
の
経
理
は
、
各
会
計
ご
と
に
一
般
会
計
に
準
じ
て
こ

れ
を
行
う
。

第
十
五
条

経
理
の
記
帳
事
務
と
金
銭
の
出
納
事
務
は
、
同
一
人
に

担
当
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

第
十
六
条

事
務
総
長
は
、
金
二
百
万
円
を
限
度
と
し
て
、
事
務
局

に
現
金
を
保
管
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
七
条

外
部
に
対
す
る
支
出
に
つ
い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
事
務

総
長
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
事
務
総
長
は
、
外
部
に

対
す
る
一
件
二
百
万
円
を
超
え
る
支
出
で
あ
っ
て
、
固
定
的
な
経

費
及
び
業
務
上
継
続
的
に
支
払
う
経
費
以
外
の
も
の
に
つ
い
て

は
、
あ
ら
か
じ
め
経
理
委
員
会
と
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
八
条

会
計
担
当
副
会
長
は
、
本
会
の
銀
行
預
金
名
義
人
と
な

り
、
そ
の
印
鑑
を
保
管
す
る
。

２

会
計
担
当
副
会
長
は
、
小
切
手
を
振
り
出
し
、
銀
行
預
金
払
戻
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請
求
を
す
る
。

第
十
九
条

金
銭
及
び
物
品
の
出
納
保
管
に
関
し
て
は
、
経
理
委
員

会
の
定
め
る
細
則
に
よ
り
こ
れ
を
行
う
。

第
二
十
条

本
会
の
会
計
帳
簿
と
し
て
次
の
も
の
を
備
え
る
。

一

仕
訳
日
記
帳

二

総
勘
定
元
帳

三

補
助
簿

イ

金
銭
出
納
帳

ロ

預
金
出
納
帳

ハ

元
帳

ニ

固
定
資
産
台
帳

第
二
十
一
条

会
計
帳
簿
の
作
成
及
び
記
帳
の
方
法
に
関
し
て
は
、

経
理
委
員
会
の
定
め
る
細
則
に
よ
り
こ
れ
を
行
う
。

第
二
十
二
条

会
計
帳
簿
は
、
会
計
年
度
終
了
後
次
に
掲
げ
る
期
間

こ
れ
を
保
存
す
る
。

一

総
勘
定
元
帳

三
十
年

二

総
勘
定
元
帳
以
外
の
帳
簿
及
び
関
係
書
類

十
年

附

則

こ
の
規
則
は
、
昭
和
五
十
三
年
六
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
七
年
三
月
二
七
日
改
正
）

第
十
六
条
な
い
し
第
十
八
条
の
改
正
規
定
は
、
平
成
七
年
四
月
一
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日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
一
七
年
一
〇
月
一
八
日
改
正
）

第
十
六
条
の
改
正
規
定
は
、
平
成
十
七
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

附

則
（
平
成
二
〇
年
二
月
一
四
日
改
正
）

第
二
条
、
第
六
条
、
第
八
条
及
び
第
十
七
条
の
改
正
規
定
は
、
平

成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
二
四
年
三
月
一
五
日
改
正
）

第
三
条
、
第
十
一
条
、
第
十
四
条
、
第
十
六
条
、
第
十
七
条
、
第

十
八
条
第
二
項
、
第
二
十
条
第
三
号
１
か
ら
４
ま
で
並
び
に
第
二
十

二
条
第
一
号
及
び
第
二
号
の
改
正
規
定
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一

日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
二
六
年
一
〇
月
一
四
日
改
正
）

第
一
条
、
第
二
条
、
第
八
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
、
第
十
三
条
及

び
第
十
五
条
の
改
正
規
定
は
、
平
成
二
十
六
年
十
月
十
四
日
か
ら
施

行
し
、
同
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。


